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１ 平成２１年度総務市民局予算要求総括表 

 

【一般会計】 

 

 平成２１年度要求総額    １１，１０６，９３１千円 

（平成２０年度予算額     １１，０５１，３４４千円） 

 前年度比   ＋０．５０％ 

 

《主な事業》 

（単位：千円） 

事業名 

平成２１年度 

予算要求額 

Ａ 

平成２０年度 

予算額 

Ｂ 

増 減 

Ａ－Ｂ 

自治基本条例の

制定 
5,488 6,500 ▲1,012

市民 ｾ ﾝ ﾀ ｰの整

備・管理運営 
2,346,299 2,247,914 98,385

ＮＰＯ・ボランテ

ィア活動促進事業 
17,200 19,200 ▲2,000

地域総括補助金 286,956 297,752 ▲10,796

防犯灯関連事業 194,070 192,902 1,168

地域防犯対策事

業 
41,317 46,490 ▲5,173

モラル･マナーアッ

プの推進 
42,684 27,502 15,182

消費生活相談体制及び消費被害

者未然防止策の充実 
99,836 101,261 ▲1,425

 



 

- 2 -

 

２ 平成 21 年度総務市民局経営方針 

 

総務市民局では、参加と協働による個性豊かで活力あるまちづく

りを推進するため、行政と市民との適正な役割・機能分担のもと、

市民主体のまちづくりを推進する仕組みや機能の整備・充実を図る

とともに、全ての市民生活の基礎となる安全・安心の維持・増進に

取り組む。 

また、行財政改革に伴う職員数の削減の中、多様化する行政需要

に対応できる効率的で機能的な行政体制を構築するとともに、市民

に信頼される市役所を確立する。 

 

（１）市民主体のまちづくりの推進 

課題 

・地域の様々な課題に対応するためには、市民自らがまちづくりに主体

的に関わっていくことが重要。 

・その一方で、地域においては、自治会、町内会の加入率が低下すると

ともに、高齢化が進展。 

方針 

・地域拠点としての市民センターの整備や、地域活動・市民活動に対す

る助成など、ハード・ソフト両面における支援を進める。 

・「自治基本条例」を制定し、市民参加によるまちづくりの基本ルールを

確立する。（平成 21 年度は 22 年度の条例化に向けた検討を行う。） 

 

（２）安全・安心で快適な市民生活の維持・増進 

課題 

・安全・安心で快適な生活は、市民の日常において最も基本的な要素で

あるが、その維持・増進には、継続的で地道な取組が必要である。ま

た、市民のモラル・マナーの向上も不可欠。 

・昨今、発砲事件をはじめとする凶悪な犯罪が市民生活に脅威を与えて

いる。 

方針 

・防犯灯の設置や防犯活動を進めるとともに、生活環境パトロール、交

通安全対策、消費生活相談の充実を図るなど、安全で安心な生活環境

の維持・増進に引き続き取組む。 

・路上喫煙、落書き、飼い犬のふんの放置、ごみのポイ捨てを防止する

モラルマナーアップ関連条例の積極的な運用により、市民のモラル・

マナーの向上、さらには快適な生活環境の創出を図る。 

・暴力追放に向けた啓発活動や研修の実施等を通じて、暴力追放意識の

高揚を図り、暴力のない明るいまちを目指す。 
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（３）効率的で機能的な行政体制の構築 

課題 

・厳しい財政状況下において、行財政改革を断行するに当たっては、市

民サービスの維持・向上を図りながら、多様な行政需要に対応し得る、

効率的で機能的な行政体制を構築しなければならない。 

・体制構築を図る上で、市役所職員の意識改革や業務システム等の見直

しを進める必要がある。 

方針 

・職員数の削減を図るとともに、市民から信頼される市役所を確立する。 

・市役所における女性職員の活躍を推進し、全ての職員が性別に関わら

ず、その意欲と能力を十分に発揮できる体制づくりを進める。 

・市民の利便性の向上と行政コストの削減を図るため、業務の効率化に

取り組む。 
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３ 重点的に取り組みを行う主なもの 

 

（１）市民主体のまちづくりの推進 

 

 

・自治基本条例の制定             ５，４８８千円 

（事業概要） 

市民参加のあり方や行政の説明責任など、まちづくりの基本ルールを定

める「自治基本条例」の制定を進める。 

「北九州市自治基本条例検討委員会」から最終報告を受け、条例素案を

作成し、パブリックコメント等を経て、平成 22 年 4 月の条例施行を目

指す。 

 

 

・市民センターの整備・管理運営    ２，３４６，２９９千円 

（事業概要） 

地域住民の活動拠点である市民センターについて、老朽化対策や新設

館との機能格差解消のため、大規模改修や建替えを行う。併せて、「市民

サブセンター構想」に基づき、市民サブセンターの設置を進める。 

 

 

・区の新たな魅力づくり事業         ９７，９７８千円 

（事業概要） 

区レベルの課題解決や市民生活に密着した魅力的な施策を展開するた

め、区役所が経営の視点から、直接予算要求を行い、事業を実施する。 

 

 

・地域総括補助金             ２８６，９５６千円 

※ 防犯灯設置補助・維持管理補助事業を含む  

（事業概要） 

住民主体の地域づくりを促進するため、「まちづくり協議会」の組織を

充実するとともに、「まちづくり協議会」に対し、既存の１３項目の補

助金を一括交付する。 

 

 

・コミュニティ活動促進事業          ９，０４２千円 

（事業概要） 

地域づくり活動の活性化を図るため、自治会への加入促進を支援する

とともに地域のまちづくり計画の策定、人材育成など、地域の課題解決

に向けて、「校区まちづくり<企画・実践>事業」などを実施する。 

Ⅲ－３継続 

Ⅲ－３継続 

Ⅲ－３継続 

Ⅲ－３継続 

Ⅲ－３継続 
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◆市民、ＮＰＯ等との協働した事業展開 

 

 

・ＮＰＯ・ボランティア活動促進事業       １７，２００千円 

（事業概要） 

市民活動の促進のため、市民活動サポートセンターを拠点として、Ｎ

ＰＯ・ボランティア活動の相談受付や情報提供、研修・啓発事業など各

種支援を実施する。 

 

 

・ＮＰＯ公益活動支援事業           ５，５００千円 

（事業概要） 

市内におけるＮＰＯ法人や一定の要件を満たす市民活動団体が行う専

門性を発揮した取り組みや先進的な事業に対して、事業費の一部を助成

する。 

 

 

・まちづくりステップアップ事業        ７，５００千円 

 （事業概要） 

  まちづくり団体などの機能の向上を図るため、地域の特性を活かした

自主事業を支援する。また、個々の団体の特性を活かした団体相互の協

働やまちづくり団体とＮＰＯ法人、企業との協働による新たなまちづく

り事業を支援する。 

 

 

（２）安全・安心で快適な市民生活の維持・増進 

 

 

・防犯灯関連事業             １９４，０７０千円 

 ※防犯灯設置補助・維持管理補助事業の地域総括補助金分を含む。 

（事業概要） 

夜間の犯罪発生を防止し、通行の安全を図るため、自治会などに対し、

設置費や維持管理費(電気代など)の一部を補助するなど、防犯灯の整備促

進を図る。 

 

 

 

 

 

Ⅲ－３継続 

Ⅲ－３継続 

Ⅲ－３継続 

Ⅱ－１継続 
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・地域防犯対策事業             ４１，３１７千円 

（事業概要） 

自主防犯活動の活発化を図るため、全小学校区で結成された「生活安

全パトロール隊」に対し、引き続き人的、物的支援を行うとともに、隊

員のレベルアップを目的とした研修や活動意欲喚起・情報交換の場とな

る「北九州市民防犯大会」などを実施する。 

また、子どもたちの安全対策として、小学生などを対象とした「安全

セミナー」を実施する。 

 

 

・モラル・マナーアップの推進        ４２，６８４千円 

（事業概要） 

迷惑行為のない快適な生活環境を確保するため、小倉北区で指定した

重点地区内の巡視活動を実施するとともに、地域団体の自主的な取組を

支援するなど、全市的なモラル・マナーアップに取り組む。 

 

 

・消費生活相談体制及び消費者被害未然防止策の充実 

   ９９，８３６千円 

（事業概要） 

弁護士などと連携した多重債務法律無料相談を実施するなど、複雑・

多様化する消費生活相談の円滑な解決を図る。 

また、高齢者と接する機会が多い高齢者見守り団体（民生委員など）

や高校・大学生などを対象に出前講座を行うなど、消費者被害の未然防

止策を推進する。 

 

 

・暴力追放運動の推進            ４１，５７３千円 

（事業概要） 

 暴力追放を一層図るため、啓発や研修を進めるとともに、小倉都心部

における暴追拠点である（仮称）堺町安全・安心センターの運営や、公

共工事における妨害行動の防止策を強化する。 

 

Ⅱ－１継続 

Ⅲ－１継続・拡充 

Ⅱ－１継続 

Ⅱ－１継続・拡充 
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（３）効率的で機能的な行政体制の構築 

 

 

・新「女性活躍推進アクションプラン」実施事業   ７，６７２千円 

（事業概要） 

市役所の女性職員の活躍を推進することを目的に、平成２０年８月に

策定した「女性活躍推進アクションプラン」に基づき、女性職員キャリ

アアップ研修やメンター制度の試行的導入などを実施する。 

 

 

・業務の効率化と情報システムの再編事業の推進 

 ２，６３１，０５６千円 

（事業概要） 

市民の利便性の向上と行政コストの削減を図るため、情報システムの

再編を実施し、区役所窓口のワンストップサービスの実現とそれに伴う

業務及び組織の簡素化、行政内部事務の効率化に取り組む。 

 

 

・職員８千人体制実現に向けた行財政改革の推進 

（事業概要） 

職員８千人体制の実現に向け、簡素で効率的な行財政システムの構築

に取り組む。 

事務事業の民間委託や公共施設の指定管理者制度の積極的な推進、外

郭団体の見直し、職員採用数の抑制などを行い、平成１７年度から平成

２１年度までの５年間で職員数を１０．９％（▲１，０６０人）削減す

るとともに、人件費総額の抑制に努める。 

Ⅲ－１・３継続 
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４ 事務事業の見直し等 

 

（１）公用車管理事務の見直し 

 

市役所各課で管理している公用車の共用化を推進し、台数の適

正化（減車）を図る。 

平成 21 年度は、車両 10 台を減車し、車両に係る経費を削減

する。 

 

（２）市役所庁内メールの見直し 

 

庁内メール業務（各庁舎間の文書等の収受業務）全般を民間事

業者へ委託し、経費を削減する。 

 

（３）計量検査所定期検査業務の見直し 

 

計量検査所で行っている計量法に基づく検査・取締・指導や、

計量思想の普及・啓発のうち、定期検査業務や啓発業務の一部を

民間委託し、経費を削減する。 

 


